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㈱グラント    日新火災 京阪東 

はばたけ 1,000 への道 

２月度ご入会の会員です。 

どうぞ宜しくお願いします。 
所属支部 代理店名（敬称略） 代申会社 

   ３月・４月の予定 

6日(水) 組織委員会 （大阪代協 会議室） 

11日(月) ＣＳＲ委員会 （大阪代協 会議室） 

13日(水) 無料法律相談 （大阪代協 会議室） 

14 日(木) 地震・津波ﾘｽｸｾﾐﾅー （損保会館  講堂） 

14日(木)   阪神ﾌﾞﾛｯｸ協議会 （大阪代協 会議室） 

20日(水)   理事会 （大阪代協 会議室） 

26日(火)   企画環境委員会  （大阪代協 会議室） 

※各支部会については大阪代協 HP からご確認ください。 

検索 大 阪 代 協 

☆☆ 体制整備情報 ☆☆ 

「森の賢者 ふうたのワンポイントレッスン Part3」 

Vol.11が配信されました。今回は事業計画について

です。次年度に向けて計画中の方も多いと存じま

す。是非ご一読下さい。 

☆☆ 今後のセミナー情報 ☆☆ 

みんなで勉強し、研鑽を積みましょう！ 

◆3 月 14 日(木)10：00～ 「地震・津波リスク」ｾﾐﾅｰ 

＠損保会館 問合先：事務局 

 

◆5月23日(木)15：00～ 大阪代協会員大会 

         「万博の招致と大阪の今後の展望」 

    ＠損保会館   問合先：事務局 

 

理事会だより 
～２月度の理事会における報告事項です～ 

① 今年度のトータルプランナー受講者募集、 

国民年金基金の目標が達成できました。 

皆様のご協力に心より感謝を申し上げます。 

② ５月２３日の会員大会セミナー内容が決まりました。 

・ｾﾐﾅｰﾃｰﾏ 「万博の招致と大阪の今後の展望」(仮題) 

・ｾﾐﾅｰ講師 2025年日本国際博覧会協会 

総務部長 芳本 竜一氏 

５５年ぶりの万博開催に向けて大阪の街がどのように変貌

し、発展するのか是非お聴き下さい。皆で大阪の街を盛り

上げましょう。 

③  日本代協アカデミーが開始されました。 

代協の教育・研修事業の柱と位置づけられる「日本代協ア

カデミー」の無料お試し期間が 3月 4日から始まっていま

す。6 月末までが無料お試し期間です。まずは登録いただ

き内容を確認して下さい。会員の皆さん全ての方に登録を

お願いします。（記事ご参照下さい） 

メールアドレスをお持ちの従業員の方も登録が可能です。 

④  ２０１９年度は国民年金基金の取次ぎが可能になる

予定です。 

国民年金に入っている人であれば、誰でも（保険代理店に

限らず）紹介することができ、紹介料も発生します。 

代理店として FPの武器がひとつ増えることになります。 

（記事：吹原事務局長） 

京阪東 ㈱ｶﾐﾀｹﾓｰﾀｰｽ    ＳＪＮＫ 

北大阪 ㈱ＪＩＮＸ    日新火災 

京阪東 ㈱ｃａｌｍ     東海日動 

船場 日本物流事業(協) ＳＪＮＫ 

2月はSJNK社、東海日動社、日新火災社で社員様向

けに代理店賠責説明会を開催しました。代理店賠責

は代理店になくてはならない補償です。賠責未加入

の代理店には是非お声かけ下さい 
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～廃業を余儀なくされた顧客をプロ代理店が救う～ 
中小企業事業継承セミナーを開催しました 

 
２月４日(月)午後３時から、「百年続く保険代理店を目指して～中小企業

の事業承継支援におけるプロ代理店の役割とは～」をテーマにした中小企業

事業承継支援セミナーを、大阪駅前第二ビル１５階イオンコンパスＦ会議室

で開催しました。講師を務めた損保ジャパン日本興亜リテール営業推進室代

理店業務開発部長の粕谷智氏、アンドビズ㈱アドバイザリーサポート課の星

野創氏は、地域の中小企業に寄り添うプロ代理店としてどうあるべきかを熱

弁。参加した５６名は熱心に耳を傾けました。 

 講演に先立ち、山中尚会長(写真右)が「本日は、粕谷様と星野様に中小企

業の事業承継支援等について代理店としてどう関わって行くかについてお話いただきます。セミナー最後には、

バトンズ認定コーディネーター資格取得の講習を設けています。今日はぜひとも皆様に資格取得者となって帰っ

ていただき、今後の活動に役立ててほしい」と挨拶しました。 

 第１部では、粕谷氏(写真左)が「『地域の中小企業に寄り添うプロ

代理店を目指して』～中小企業者・中小企業の事業承継における保険

代理店の役割～」と題して講演を行いました。 

 中小企業は、２０２５年には経営者が７０歳以上の企業が６４％、

後継者不在の企業が１２７万社、廃業を余儀なくされる企業が８３万

社になるといわれています（２０２５年問題）。現状でも廃業は年間

約３万社にも及び、しかもその５割が黒字企業であり、そこには事業

承継の問題が大きく関わっています。同氏は、「地域の中小企業にと

って、事業承継は経営継続要素として非常に重要な問題となってい

る」と述べ、その上で「代理店がこの問題に関わっていくことは代理

店経営にとっても非常に重要です。放置していると後継者との関係構

築が図られず、既存契約が事業承継後に肩代わりされるリスクがあります。また、廃業や他者を通じてのＭ＆Ａ

となれば契約の消滅あるいは乗換えのリスクもあります。代理店が積極的に関与し適切に支援していくことで企

業経営継続が可能になれば、こうしたリスクは軽減されます。ある調査研究によると、４割近くの経営者は相談

相手がいないと答えています。

そういった意味でも代理店の役

割は大きい」と訴えました。 

また、「現在は代理店にとっ

て中小企業開拓の好機である」

と強調。国は事業承継問題対策

を重要視し、昨年４月から中小

企業の非上場株式（自社株）に

係る相続税・贈与税の特例事業

承継税制を施行し、今年から個

人事業主にも同様の税制措置を

設けるなど、様々な対策を図っ

ていることを挙げました。「税

理士をはじめ、事業承継ビジネ

スに取り組む各セクターの活動

は活発になっています。特に特

例税制を受けるための事業承継

計画の提出期限は２０２３年３

月末だけに早期の対応が求めら

れます。一方、この問題に取り 
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組んでいる代理店はまだまだ少ないのが現状です。今真剣に取り組めば自社のポジションを上げられる状況にあ

ります。第２部で紹介するバトンズの活用もその１つです。代理店がＭ＆ＡコーディネーターとしてＭ＆Ａアド

バイザーに情報をつなげば紹介料や保険契約獲得といったビジネスにもなります。これは地方創生への貢献にも

つながります」と積極的な取組みを促しました。 

そして最後に「地域の中小企業サポーター、事業承継相談実績No.１などをキャッチフレーズに掲げる代理店

として、新たな『自社の強み』を発信してほしい」と締めくくりました。 

 第２部では、星野氏(写真右)が「『廃業を余儀なくされる顧客をプロ代

理店が救う方法』～バトンズであとつぎ革命～」をテーマに講演しまし

た。同氏は、事業承継を救う手段としてＭ＆Ａがあり、最近はＷｅｂ上で

企業が売り出されている時代であることを紹介。アンドビズ社が運営する

バトンズ（Ｂａｔｏｎｚ）について説明し、「認定コーディネーターを名

乗り、〝廃業する必要はない〟という認知度向上を図っていきましょう」

と呼びかけました。 

第３部では、参加者全員がバトンズ認定コーディネーター資格問題に挑

戦し、全員が合格、資格を取得しました。 

（記事：新日本保険新聞社） 

   

 

～僧侶にも退職金制度を～ 
北摂東支部 オープンセミナーを開催しました 

 

２０１９年２月２１日（木）茨木市立男女共生センター ロー

ズＷＡＭ ５階５０２にて北摂東支部の支部総会後にオープンセ

ミナーが開かれた。 

テーマは「僧侶だからわかるお寺の経営 生命保険を利用した

寺院退職金制度」。講師は寺サポート（ＴＥＲＡ-ＳＵＰＰＯＲ

Ｔ）Ｂｅ-Ｃｒｅａｔｅ合同会社 代表 大野 雅仁氏。 

大野氏は大谷派寺院の次男として生まれ、得度の後、大谷大

学・大学院を卒業。３０歳から某生命保険会社で保険営業マンを

１３年間経験し、現在、寺院専門のコンサルタントとして活躍さ

れている。 

セミナーでは、お寺の住職さんは一般の会社で言えば経

営者にあたるが、経営については関心のない方が多い現状

を話された。寺院経営の悩みについて、僧侶同士だからこ

そ本音を話してもらえる。主に退職金制度の整備の必要性

を住職さんに伝える事で感謝されていると、実例を交えわ

かりやすく説明があった。 

セミナー参加者は１７名。会員以外は５名だった。支部

会に参加されない会員代理店の募集人の方から、保険会社

の営業社員さんにチラシをもらったと問い合わせがあり、

セミナーに加え、総会、懇親会にも参加された。 

今回の総会、セミナーは初めての参加者もあり、一定の成果があった。良かった点としては 

＊準備を早くした事。１１月から始め、講師の選定、会場手配、インターネットでのチラシデザインの準備

等、１月初めにはチラシ５００枚の印刷も完了した。 

＊保険会社４社へチラシ配布を依頼したり、会員の知り合いにも呼びかけた事。 

そのため「支部会はいつものメンバーだけ」から少し脱却でき、懇親会の雰囲気も変わり新鮮だった。 

今後も代理店にとって魅力がある内容を心がけ、人がたくさん集まる、楽しい支部会の開催を目指して

いきたい。                        （記事：北摂東支部 落合副支部長） 



平成 31 年 3月号 発行：2019 年(平成 31 年) 3月 5 日 

 

 

 

 

 

- 4 - 

  

 

 

～とても怖い「賠償責任保険の契約切替え」～ 

南大阪支部 セミナーを開催しました 

 

２月２２日（金）、南大阪支部では仕事に役

立つ代協セミナー『保険の深掘りシリーズ 賠

償保険 請求ベース約款と事故発生ベース約款

』を、株式会社ウィンライフの小野力氏(写真

右)を講師に迎え開催し１８名が参加しました

。 

 冒頭から実際の証券をサンプルとして契約内

容を確認する際の注意点をクイズ形式で問うな

ど、参加型の講義が展開されました。 

 高額の賠償請求に至ったが保険では免責にな

った実例とともに、お客様はほとんどご存じ無

い『請求ベース』と『事故発生ベース』の約款

の違いについて解説がありました。 

賠償責任保険を他社から切り替えて更新する

際に、賠償請求が発生した日と、過去に遡って

事故が発生していた日、つまり『遡及日』を意

識して説明をしておかないと、契約者にとって

思わぬ 『保障期間の空白』が発生することがあり、販売した代理店としての責任を問われる事態にもなりかね

ません。 

補償範囲が小さい分、保険料は請求ベース約款商品の方が安く設定されております。目先の保険料競争だけに

踊らされず、本当のお客様の意向に沿った商品の提供が必要であり、それを的確に把握するための研鑽が必要だ

と改めて感じました。 

事故の際に本当にお客様を守ることが出来る保

険になっているか、出席者それぞれがお客様の顔

を思い浮かべながら傾聴しており、日々の業務に

直結する実のあるセミナーでした。 

セミナーの後は懇親会となりました。  

焼肉を味わいながら、今年度の労をねぎらい、 

皆、身（胃）も心も大いに満たされました。 

 

（記事：南大阪支部 内川記者） 
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～ときめき★の片付け体験～ 
北大阪支部 セミナーを開催しました 

 

北大阪支部では２月２７日(水)に支部総会セミナーとして日本ときめき片付け協会認定コンサルタントの石丸

香子氏（写真右）を招き「ときめき片付け体験セミナー」を開催しました。１８名が参加し、熱心に耳を傾けま

した。 

まず「片付け」は作業であって必ず終わりがあるという話から始

まり、「片付け」とは使ったら「元の位置に戻す」という行為で、

全ての持ち物に定位置を決めれば、後は日々それを繰り返すだけで

快適な環境が維持できる、ということです。とても分かりやすく、

そんな「シンプル」なことだったんだ！と驚きでした。 

片付けをする上で最も肝心なのは「ノウハウ」ではなく「マイン

ド」です。その「マインド」を起こして維持するためには、まず片付けることで自分が得るもの、「例えば時間

であったり、夢や理想の暮らしなどをきちんと思い描く事が大事」だ、と教えていただきました。 

毎日の生活の中で中々探し物が見つからないストレスや、掃除するたび捨てたり片付けたりを繰り返す労力

を考えれば、一度「片付け祭り」と称して、全ての持ち物を見直して定位置を決め直すことを勧めていただきま

した。この持ち物を見直す作業で、必要なものと不要なものを見極める際のキーワードが「ときめき」でした。

手に持って「ときめく」ものは残し、「ときめかない」ものは手放す。そうやって作業を行うと、実に持ち物が

半分以下になった例も少なくないそうです。「ときめき」の無い不要なものが片付けられない原因なのですね。

「片付け祭り」をやりきれば、

綺麗に整った空間でゆっくりと

くつろげる毎日が手に入る上

に、自由な時間も増えるとい

う、まさに「ときめき」に囲ま

れた日常が満喫できるようにな

るとのことでした。 

具体的に衣類の畳み方も教え

て頂けたし、家だけでなく事務

所内でも即実行したくなる、と

ても役立つセミナーでした。是

非皆さんの支部でも一度お聴き

になっては如何でしょうか。 

（記事：北大阪支部 有澤副支部長） 
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損害保険トータルプランナーＰＲ動画(大阪Ver.) 
 

ねづっちと女子アナウンサーによる損害保険トータルプランナーＰＲ動画 

大阪バージョンが２月２２日にリリースされました。 

既に１０００を超える視聴をいただき大好評です。 

最後にひょっこりはんが現れ、ねづっちさんのあのなぞかけが・・・是非ご覧下さい！ 

 
← 大阪代協の動画へはこのＱＲコードを読み込んでくださいね。 
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日本代協アカデミー無料お試し期間が開始しました 
 

代協の教育・研修事業の柱と位置づけられる、日本代協アカデミーの無料お試し期間が３月４日から開始いた

しました。 

皆様へは、２月２１日に無料お試し用のＩＤ・パスワードが登録方法のご説明と併せてメールにて配信されてい

ます。上記配信に先立ち、「日本代協アカデミーネットチャンネルガイド」という冊子を皆様のところへお届け

しております。是非ご一読いただきますようお願いいたします。 

 

日本代協アカデミーは、代協が提供する「体制整備義務」に対するソリューションのひとつです。このシステ

ムを利用いただくと、ご経営に関する情報収集、従業員教育の計画的な遂行とその証跡を残せること、保険会社

の枠を超えたベストプラクティスの共有が可能になります。 

 

無料お試し期間は、３月４日から６月末日までです。まずは無料お試し登録をいただき、内容を確認して下さ

い。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

← ご紹介の動画へはこのＱＲコードを読み込んでくださいね。 

 

 

 


